
 

 

 

 町内小中学校の臨時休校の延長について 

添付資料 有 無     

 報道機関各位  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町内小中学校の臨時休校期間を延長します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

対象 

町内全小中学校 

 

臨時休校期間（延長） 

令和 2 年４月１０日（金）～令和 2 年 5 月 6 日（水） 
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